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か

　弾道ミサイル発射時および落下時にとるべき行動について
　　～Ｊアラート（全国瞬時警報システム）による緊急メッセージが流れたら～

　昨今、北朝鮮による弾道ミサイル発射が頻繁に報道されるようになっています。日本では、「国民保護法」

により、武力攻撃事態やテロなどから国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活などに及ぼす影響

を最小にするための、国・地方公共団体などの責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処などの措置が

規定されています。

　町では、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）により、武力攻撃事態や緊急地震速報などの緊急メッセー

ジを防災行政無線で瞬時に流すよう整備しているほか、町内のコンクリート造りなどの堅ろうな建築物を

緊急一時避難施設として都の指定を受けています。

【Ｊアラートの緊急メッセージについて】

　弾道ミサイルは、発射からわずか１０分もしないうちに到達する可能性もあります。

もし、奥多摩町が弾道ミサイル落下やテロ攻撃などの警戒対象地域となった場合、防災行政無線（屋

外スピーカー及び戸別受信機）でＪアラートの緊急メッセージが流れます。

このメッセージを聞いたときは、以下のとおり、落ち着いて、直ちに行動してください。

◎屋外にいる場合

　近くの建物の中か地下に避難してください。

　※できれば頑丈な建物が望ましいものの、近くになければ、それ以外の建物でも構いません。

◎建物がない場合

　物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ってください。

◎屋内にいる場合

　窓から離れるか、窓のない部屋に移動してください。

【緊急一時避難施設について】

　緊急一時避難施設とは、ミサイル攻撃などの爆風などから直接の被害を軽減するための一時的（１～

２時間程度）な避難施設であり、既存のコンクリート造りなどの堅ろうな建築物や地下施設（地下街、

地下駅舎、地下道など）が想定されており、都道府県が指定するものです。

　東京都では都内に約３，８００か所が指定されており、奥多摩町では次の１０か所が指定されています。

　・川井生活館　・古里小学校　・旧古里中学校　・氷川小学校　・奥多摩中学校　・福祉会館

　・氷川コミュニティセンター　・栃久保自治会館　・日原生活館　・奥多摩水と緑のふれあい館

※問い合わせは、総務課　☎８３－２３４９
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　・氷川コミュニティセンター　・栃久保自治会館　・日原生活館　・奥多摩水と緑のふれあい館

※問い合わせは、総務課　☎８３－２３４９
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　弾道ミサイル発射時および落下時にとるべき行動について
　　～Ｊアラート（全国瞬時警報システム）による緊急メッセージが流れたら～

　昨今、北朝鮮による弾道ミサイル発射が頻繁に報道されるようになっています。日本では、「国民保護法」

により、武力攻撃事態やテロなどから国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活などに及ぼす影響

を最小にするための、国・地方公共団体などの責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処などの措置が

規定されています。

　町では、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）により、武力攻撃事態や緊急地震速報などの緊急メッセー

ジを防災行政無線で瞬時に流すよう整備しているほか、町内のコンクリート造りなどの堅ろうな建築物を

緊急一時避難施設として都の指定を受けています。

【Ｊアラートの緊急メッセージについて】

　弾道ミサイルは、発射からわずか１０分もしないうちに到達する可能性もあります。

もし、奥多摩町が弾道ミサイル落下やテロ攻撃などの警戒対象地域となった場合、防災行政無線（屋

外スピーカー及び戸別受信機）でＪアラートの緊急メッセージが流れます。

このメッセージを聞いたときは、以下のとおり、落ち着いて、直ちに行動してください。

◎屋外にいる場合

　近くの建物の中か地下に避難してください。

　※できれば頑丈な建物が望ましいものの、近くになければ、それ以外の建物でも構いません。

◎建物がない場合

　物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ってください。

◎屋内にいる場合

　窓から離れるか、窓のない部屋に移動してください。

【緊急一時避難施設について】

　緊急一時避難施設とは、ミサイル攻撃などの爆風などから直接の被害を軽減するための一時的（１～

２時間程度）な避難施設であり、既存のコンクリート造りなどの堅ろうな建築物や地下施設（地下街、

地下駅舎、地下道など）が想定されており、都道府県が指定するものです。

　東京都では都内に約３，８００か所が指定されており、奥多摩町では次の１０か所が指定されています。

　・川井生活館　・古里小学校　・旧古里中学校　・氷川小学校　・奥多摩中学校　・福祉会館

　・氷川コミュニティセンター　・栃久保自治会館　・日原生活館　・奥多摩水と緑のふれあい館

※問い合わせは、総務課　☎８３－２３４９
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